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天
保
十
=
一
年
入
居
擬
欝
と
な
り
、
嘉
永
二
年
十
周
十

三
日
寂
。
享
年
八
十
。
同
用
調
講
に
諭
せ
ら
れ
た
。

ホ
ウ
コ
ウ
イ
ン
放
光
院
大
型
寺
務
主
第
六
代

前
回
利
精
の
女
で
、
松
平
大
獄
少
輔
直
寛
夫
人
に
な

っ
た
千
姉
の
法
説
。
祥
し
〈
は
放
光
院
回
器
踊
限
莱

蓮
大
妨
。

ホ
ウ
コ
ウ
イ
ン
費
光
院
大
連
寺
務
主
第
五
代

前
悶
利
遣
の
夫
人
前
田
民
の
法
脱
。
祥
し
く
は
、
賀

光
院
玉
嶺
妙
潤
大
妨
。

ホ
ウ
コ
ウ
イ
ン
費
光
院
珠
洲
郡
松
波
に
在
っ

て
、
曹
洞
宗
に
臨
し
、
永
徳
元
年
務
縞
寺
二
代
物
先

の
創
立
で
あ
る
。

ホ
ウ
ヨ
ウ
ザ
ン
費
江
山
↓
ホ
ウ
オ
ウ
ザ

γ

法
皇
山
。

ホ
ウ
コ
ウ
ジ
費
光
寺
石
川
郡
額
谷
に
そ
の
寺

祉
が
あ
る
。
金
棒
の
笛
山
波
山
伏
貿
光
寺
記
に
、
初

め
敏
代
白
山
々
麓
尾
添
村
に
居
た
が
、
富
樫
晴
貞
の

時
額
谷
村
に
移
り
、
額
東
紳
祉
・
額
西
前
祉
を
袋
帯

し
た
と
あ
る
。

ホ
ウ
コ
ウ
ジ
法
光
寺
金
津
野
田
寺
町
に
在
っ

て
、
本
唱
山
と
鋭
し
、
日
漣
宗
に
屈
す
る
。
天
正
九

年
日
義
之
を
越
中
守
山
に
建
立
し
、
後
二
代
目
詮
の

時
今
の
地
に
移
っ
た
。

ホ
ウ
コ
ウ
ジ
法
光
寺
河
北
部
弁
占
庄
に
臨
す

る
部
務
。
浅
加
久
敏
の
道
程
記
に
、
『
法
光
寺
村
。
費

光
寺
と
も
、
放
光
寺
と
も
。
』
と
あ
る
。
こ
の
地
も
と

天
台
宗
放
光
寺
が
あ
っ
た
に
よ
っ
て
村
名
を
得
た
。

ホ
ウ
ヨ
ウ
タ
法
廃
寺
鹿
島
郡
鵜
捕
に
在
っ
て
、

提
宗
東
振
に
臨
す
る
。
一

ホ
ウ
コ
ウ
ジ
シ
ヤ
盟
弘
傍
若

4
ト
ガ

Y

ハ
ル

サ
ダ
富
樫
晴
貞
。

ホ
ウ
ヨ
ウ
=
ン
ザ
奉
公
人
態
加
賀
務
で
は
亭

和
元
年
一
一
周
十
村
組
毎
に
之
を
設
け
る
こ
と
を
命
じ

ホ
ウ

た
。
諸
郊
に
召
仕
ふ
奉
公
人
の
身
元
を
調
査
し
、
給

銀
の
等
級
を
定
め
し
め
る
等
の
こ
と
を
な
き
し
め
た

も
の
で
あ
る
。

ホ
ウ
コ
ウ
-
-
ン
プ
ギ
ヨ
ウ
奉
公
人
奉
行
武
家
・

寺
社
・
町
方
等
一
切
に
使
用
す
る
傍
蝉
の
鵠
用
・
供

給
・
給
料
そ
の
他
の
取
締
に
任
じ
た
も
の
。
高
治
三

年
の
文
書
に
見
え
る
加
須
屋
入
郎
右
衛
門
・
西
村
六

右
衛
門
・
平
閥
五
左
衛
門
・
角
周
五
左
術
門
は
即
ち
そ

の
奉
行
で
あ
っ
た
。

ホ
ウ
コ
カ
シ
ュ
ウ
議
蜜
歌
集
大
友
久
米
諸
の

家
集
で
、
短
歌
・
長
歌
及
び
文
を
載
せ
て
あ
る
。
自

序
に
文
久
元
年
十
周
廿
六
日
久
米
高
侶
と
記
す
。

ホ
ウ
サ
イ
マ
チ
芳
爾
町
金
保
の
町
名
。
務
政

中
祷
士
の
邸
地
の
み
で
あ
っ
た
。
古
へ
背
木
方
競
が

こ
L

に
住
ん
で
ゐ
た
矯
に
こ
の
町
名
を
生
じ
た
と
い

‘。
‘、同

ホ
ウ
ザ
カ
詮
坂
珠
洲
郡
国
民
捕
か
ら
向
山
の
部

務
に
至
る
聞
の
坂
路
。

ホ
ウ
サ
カ
ゴ
Z

制
作
援
越
河
北
郡
ご
俣
か
ら
、

越
中
小
叉
・
坂
本
・
観
光
に
越
え
る
山
聞
の
往
訟
を
朴

坂
越
と
い
ふ
。

ホ
ウ
ザ
ン
シ
ユ
レ
ン
芳
山
珠
聯
金
制
抑
制
以
闘
寺

十
一
代
の
住
持
。
生
闘
は
題
律
。
元
隊
十
ご
年
八
周

滋
山
し
、
資
永
三
年
九
且
十
一
日
現
住
中
川
磁
化
し
た
。

ホ
ウ
シ
ガ
ハ
ラ
法
師
ヶ
原
鳳
至
郡
里
の
内
の

小
手
。ホ

ウ
タ
プ
ギ
ヨ
ウ
法
事
奉
行
加
賀
務
の
制
、

歴
世
務
主
等
の
重
大
な
る
法
曾
を
執
行
す
る
に
笛

り
、
特
に
年
寄
に
命
じ
て
一
切
の
事
を
総
裁
せ
し
め
、

そ
れ
を
法
事
奉
行
と
名
づ
け
た
。

ホ
ウ
シ
マ
法
島
石
川
郡
富
樫
庄
に
鴎
ず
る
部

務
。
金
棒
石
浦
紳
位
臓
鹿
長
十
一
年
入
用
石
綿
七
村

民
子
法
制
朕
に
、
石
ζ
F
ら
村
彦
兵
衛
・
笠
舞
村
久
介
・

法
島
村
五
右
衛
門
と
あ
っ
て
、
法
島
は
陣
川
の
東
な

る
石
・
捕
監
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
洪
水
の
震
土
地

を
失
号
て
、
川
向
か
う
の
笛
樫
庄
に
移
っ
た
の
で
あ

る。
ホ
ウ
シ
マ
カ
ハ
ラ
法
島
河
原
金
棒
挺
源
寺
の

在
る
附
廷
で
、
古
へ
は
石
川
郡
法
島
村
で
あ
っ
た
が
、

隠
川
洪
水
の
鑓
流
失
し
、
そ
の
羽
原
が
更
に
町
地
に

な
っ
た
所
で
あ
る
。
故
に
三
簡
屋
肢
の
六
用
集
に
は

畳
源
寺
の
在
る
所
を
法
島
河
原
と
記
し
て
ゐ
る
。
後

の
平
野
町
に
笛
る
。

ホ
ウ
シ
マ
ル
法
師
丸
岡
安
部
徳
成
谷
内
の
内

の
小
字
。
東
村
石
・
樹
脂
吉
神
社
弘
治
=
一
年
入
用
十
四

日
の
棟
札
に
法
師
丸
役
人
久
三
郎
と
見
え
る
。

ボ
ウ
シ
ヤ
ピ
ヨ
ウ
担
割
漉
病
↓
コ
レ
ラ
マ
ツ
リ

虎
列
批
祭
。

ホ
ウ
ジ
ユ
イ
ン
鳳
議
院
大
型
寺
務
中
.
第
六
代

前

m利
勝
の
子
利
信
の
法
焼
。
詳
し
く
は
臥
欝
院
碧

書
道
搭
大
時
士
。

ホ
ウ
ジ
ユ
イ
ン
喪
珠
院
珠
洲
郡
寺
家
の
天
台

宗
高
座
山
高
勝
寺
の
衆
徒
で
あ
っ
た
が
、
本
・
寺
と
共

に
今
は
存
せ
ぬ
。

ホ
ウ
ジ
ユ
ウ
ジ
賓
集
寺
金
滞
野
凶
寺
町
に
在

っ
て
、
供
利
迦
緑
山
と
践
し
、
提
言
宗
に
屈
す
る
。

法
郎
元
年
務
士
棒
悶
伊
織
之
を
期
川
讃
岐
町
に
創
立

し
て
、
そ
の
母
の
位
牌
腕
と
し
た
が
、
正
徳
四
年
今

の
地
に
移
っ
た
。
鵠
寺
を
俗
に
胎
丘
寺
と
い
ふ
こ
と

が
あ
る
。

ホ
ウ
タ
ユ
ウ
ジ
法
佳
寺
珠
洲
郡
春
日
野
に
在

っ
て
、
提
言
宗
に
臨
し
、
肌
木
山
と
脱
す
る
。
能
登

名
跡
志
に
、
『
大
師
〈
弘
法
〉
本
朝
に
初
め
て
建
立
し
給

ふ
密
寺
は
安
也
。
此
山
次
第
に
繁
築
あ
っ
て
、
践
醗

天
間
話
御
勅
願
腕
と
な
し
給
ひ
て
、
代
々
の
帝
の
給
岡
田

潟
あ
り
。
昔
は
七
堂
伽
藍
に
し
て
、
境
内
に
六
十
四

坊
械
を
な
ら
ぺ
り
。
寺
領
千
賞
、
山
方
一
里
御
朱
印

あ
り
。
北
陸
遊
第
一
の
簸
地
と
し
て
、
頼
朝
公
よ
り

も
格
軍
の
祈
願
厨
と
な
り
、
ま
ず
/
¥
祭
え
、
議
堂

奨
を
癒
せ
し
に
、
中
頃
の
兵
飽
の
炎
に
み
な
ノ
¥
炎

上
す
。
云
々
。
御
宮
家
〈
前
回
民
)
に
な
り
御
再
興

あ
り
。
寺
領
三
十
依
、
一
山
御
嵩
附
あ
り
と
い
へ
ど

も
、
往
古
の
百
分
一
に
し
て
、
漸
く
掻
築
寺
と
い
ふ

一
坊
あ
り
。
然
り
と
い
へ
ど
も
、
境
内
廷
里
に
大
師

の
御
撤
回
跡
は
の
こ
り
あ
っ
て
、
有
が
た
き
境
地
也
。
』

と
あ
る
。
法
住
寺
が
空
海
の
開
創
た
る
こ
と
は
信
じ

得
ぬ
が
、
建
久
八
年
三
局
祈
縛
腕
と
し
て
四
烹
内
の

殺
生
と
樹
木
伐
採
を
禁
じ
た
文
書
が
あ
り
、
叉
こ
の

銀
守
に
白
山
祉
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
弘
安
七
年
の
寄

滋
朕
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
寺
臓
に
、
木
造
不
動

明
王
座
像
体
高
八
七
樫
が
あ
り
、
鎌
倉
末
期
の
作
と

認
め
ら
れ
る
。

ホ
ウ
ジ
ユ
ウ
タ
法
佳
寺
珠
洲
郡
直
郷
に
臨
す

る
部
帯
。
元
機
十
四
年
の
郷
村
名
義
抄
に
、
『
此
腕
佳

古
よ
り
法
住
寺
と
申
寺
有
之
候
に
付
、
村
名
に
総
成

候
同
市
停
候
。
』
と
あ
ろ
。
明
治
八
年
十
周
に
去
り
、

下
鳥
越
・
堂
ぷ
甘
と
併
せ
て
春
日
野
と
改
稿
し
た
。

ホ
ウ
ジ
ユ
・
ワ
ソ
シ
ュ
ン
努
充
組
俊
石
川
郁
大

莱
寺
四
十
一
代
の
住
持
。
越
前
の
入
、
古
川
氏
。
大

機
行
休
に
投
じ
て
永
建
寺
に
受
業
し
、
元
文
四
年
長

泉
寺
に
首
磁
と
し
て
大
鴎
高
釣
に
嗣
法
し
、
覧
保
元

年
永
平
寺
に
昇
り
、
同
年
奥
州
龍
泉
寺
に
親
築
し
、

寛
保
三
年
長
州
寺
に
移
り
、
質
勝
六
年
越
の
大
築
寺

に
入
り
、
十
一
一
年
三
用
大
莱
寺
に
晋
山
、
一
住
十
六

年
の
後
、
安
永
六
年
三
周
退
院
し
、
山
科
梅
本
寺
に

隠
れ
、
天
明
三
年
契
卯
ご
周
抗
日
寂
し
た
。

ホ
ウ
ジ
ユ
ウ
ポ
ウ
法
侵
坊
4
2
y
f
ウ
ジ

金
剛
寺
。

ホ
ウ
シ
ユ
ゼ
ン
ゴ
ロ
ウ

七
四
三

法
師
湯
善
亙
廊

圃

能
美


